
 
 

     

広
島
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
条
例
第
四
号 

広
島
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
広
島
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
年
広
島
県
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 
改 
正 

前 
 

 

（
手
数
料
の
額
） 

第
二
条 

手
数
料
は
、
証
明
事
務
一
件
に
つ
き
、
八
百

円
を
徴
収
す
る
。 

 

（
手
数
料
の
額
） 

第
二
条 

手
数
料
は
、
証
明
事
務
一
件
に
つ
き
、
七
百

円
を
徴
収
す
る
。 

 
 

（
広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 別

表
（
第
二
条
関
係
） 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 
 

 
 

 
 

 
 

 

マ
ン
シ

ョ
ン
の

再
生
等

の
円
滑

化
に
関

す
る
法

律
（
平

成
十
四

年
法
律

第
七
十

八
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」 

と
い
う
。 法

第
百
六
十
三
条
の
五

十
九
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
要
除
却
等
認
定
マ

ン
シ
ョ
ン
に
係
る
マ
ン

シ
ョ
ン
の
建
替
え
に
よ

り
新
た
に
建
築
さ
れ
る

マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
要
除

却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン

に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の

更
新
が
さ
れ
る
マ
ン
シ

ョ
ン
の
容
積
率
又
は
各

部
分
の
高
さ
に
関
す
る

特
例
の
許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査 

要
除
却
等
認
定

マ
ン
シ
ョ
ン
建

替
え
又
は
更
新

の
容
積
率
又
は

各
部
分
の
高
さ

の
特
例
許
可
申

請
手
数
料 

（
略
） 

マ
ン
シ

ョ
ン
の

建
替
え

等
の
円

滑
化
に

関
す
る

法
律
（

平
成
十

四
年
法

律
第
七 

十
八
号
。 

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」 

と
い
う
。 法

第
百
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
要
除
却
認

定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え

に
よ
り
新
た
に
建
築
さ

れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
容

積
率
に
関
す
る
特
例
の

許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

要
除
却
認
定
マ

ン
シ
ョ
ン
建
替

え
の
容
積
率
特

例
許
可
申
請
手

数
料 

（
略
） 



 
 

） 
 

 
 

） 
 

 
 

第
三
条 

広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 別

表
（
第
二
条
関
係
） 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 
 

 
 

 
 

 
 

 

医
薬
品
、 

医
療
機

器
等
の

品
質
、

有
効
性

及
び
安

全
性
の

確
保
等

に
関
す

る
法
律

（
昭
和

三
十
五

年
法
律

第
百
四 

十
五
号
。 

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」 

と
い
う
。 

） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

医
薬
品
、 

医
療
機

器
等
の

品
質
、

有
効
性

及
び
安

全
性
の

確
保
等

に
関
す

る
法
律

（
昭
和

三
十
五

年
法
律

第
百
四 

十
五
号
。 

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」 

と
い
う
。 

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
六
項
（
同
条
第
十
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び

省
令
第
二
十
五
条
第
一

項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
の
製
造
所
に

お
け
る
製
造
管
理
又
は

品
質
管
理
の
方
法
の
基

準
へ
の
適
合
性
調
査
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
適
合
性
調
査
」
と
い

う
。
）
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
七
項
（
同
条
第
十
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び

省
令
第
二
十
五
条
第
一

項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
の
製
造
所
に

お
け
る
製
造
管
理
又
は

品
質
管
理
の
方
法
の
基

準
へ
の
適
合
性
調
査
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
適
合
性
調
査
」
と
い

う
。
）
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
六
項
（
同
条
第
十
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び

省
令
第
二
十
五
条
第
一

項
第
四
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
の
適
合
性
調

査
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
七
項
（
同
条
第
十
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び

省
令
第
二
十
五
条
第
一

項
第
四
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
の
適
合
性
調

査
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
六
項
（
同
条
第
十
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び

省
令
第
二
十
五
条
第
一

項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
の
適
合
性
調

査
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
七
項
（
同
条
第
十
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び

省
令
第
二
十
五
条
第
一

項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
の
適
合
性
調

査
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
六
項
（
同
条
第
十
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
保
管
製
造
所

の
医
薬
品
の
適
合
性
調

査
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
七
項
（
同
条
第
十
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
保
管
製
造
所

の
医
薬
品
の
適
合
性
調

査
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
六
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
一
項

第
三
号
の
規
定
に
よ
る 

  

（
略
） 

  

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
七
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
一
項

第
三
号
の
規
定
に
よ
る 

  

（
略
） 

  

（
略
） 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 
 

 

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

 
 

 

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

 
 

 
法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け 

る
同
条
第
六
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
一
項

第
四
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け 

る
同
条
第
七
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
一
項

第
四
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
六
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
七
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
保
管
製
造
所
の

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
保
管
製
造
所
の

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
八
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
一
項

第
三
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
九
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
一
項

第
三
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
八
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
一
項

第
四
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
九
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
一
項

第
四
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
八
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
九
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
保
管
製
造
所
の

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
九
項
の
規
定

に
よ
る
保
管
製
造
所
の

医
薬
品
の
適
合
性
調
査

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
六
項
（
同
条
第
十
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び

省
令
第
二
十
五
条
第
二

項
第
一
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
部
外
品
の
適
合

性
調
査
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
七
項
（
同
条
第
十
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び

省
令
第
二
十
五
条
第
二

項
第
一
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
部
外
品
の
適
合

性
調
査
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
六
項
（
同
条
第
十
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る 

 
  

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
七
項
（
同
条
第
十
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る 
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場
合
を
含
む
。
）
及
び

省
令
第
二
十
五
条
第
二

項
第
二
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
部
外
品
の
適
合

性
調
査
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

場
合
を
含
む
。
）
及
び

省
令
第
二
十
五
条
第
二

項
第
二
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
部
外
品
の
適
合

性
調
査
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の 

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
六
項
（
同
条
第
十
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び

省
令
第
二
十
五
条
第
二

項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
部
外
品
の
適
合

性
調
査
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の 

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
七
項
（
同
条
第
十
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び

省
令
第
二
十
五
条
第
二

項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
部
外
品
の
適
合

性
調
査
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
六
項
（
同
条
第
十
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
保
管
製
造
所

の
医
薬
部
外
品
の
適
合

性
調
査
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条

第
七
項
（
同
条
第
十
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
保
管
製
造
所

の
医
薬
部
外
品
の
適
合

性
調
査
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
六
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
二
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
七
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
二
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
六
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
二
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
七
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
二
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 
（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
六
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
二
項

第
三
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
七
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
二
項

第
三
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
保
管
製
造
所
の

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
保
管
製
造
所
の

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
八
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
二
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
九
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
二
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 
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法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
八
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
二
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
九
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
二
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け 

る
同
条
第
八
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
二
項

第
三
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け 

る
同
条
第
九
項
及
び
省

令
第
二
十
五
条
第
二
項

第
三
号
の
規
定
に
よ
る

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
保
管
製
造
所
の

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
一
項
の

承
認
の
取
得
後
に
お
け

る
同
条
第
九
項
の
規
定

に
よ
る
保
管
製
造
所
の

医
薬
部
外
品
の
適
合
性

調
査
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
十
三
項

の
規
定
に
よ
る
薬
局
製

造
販
売
医
薬
品
の
製
造

販
売
の
承
認
事
項
の
一

部
変
更
の
承
認
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 
法
第
十
四
条
第
十
五
項

の
規
定
に
よ
る
薬
局
製

造
販
売
医
薬
品
の
製
造

販
売
の
承
認
事
項
の
一

部
変
更
の
承
認
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
十
三
項

及
び
令
第
八
十
条
第
二

項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
処
方
箋
医
薬
品
の
製

造
販
売
の
承
認
事
項
の

一
部
変
更
の
承
認
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
十
五
項

及
び
令
第
八
十
条
第
二

項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
処
方
箋
医
薬
品
の
製

造
販
売
の
承
認
事
項
の

一
部
変
更
の
承
認
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
十
三
項

及
び
令
第
八
十
条
第
二

項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
日
本
薬
局
方
に
収
め

ら
れ
て
い
る
医
薬
品
の

製
造
販
売
の
承
認
事
項

の
一
部
変
更
の
承
認
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
十
五
項

及
び
令
第
八
十
条
第
二

項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
日
本
薬
局
方
に
収
め

ら
れ
て
い
る
医
薬
品
の

製
造
販
売
の
承
認
事
項

の
一
部
変
更
の
承
認
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
十
三
項

及
び
令
第
八
十
条
第
二

項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
そ
の
他
の
医
薬
品
の

製
造
販
売
の
承
認
事
項

の
一
部
変
更
の
承
認
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
十
五
項

及
び
令
第
八
十
条
第
二

項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
そ
の
他
の
医
薬
品
の

製
造
販
売
の
承
認
事
項

の
一
部
変
更
の
承
認
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
十
三
項

及
び
令
第
八
十
条
第
二

項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
部
外
品
の
製
造

販
売
の
承
認
事
項
の
一

部
変
更
の
承
認
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
第
十
五
項

及
び
令
第
八
十
条
第
二

項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
医
薬
部
外
品
の
製
造

販
売
の
承
認
事
項
の
一

部
変
更
の
承
認
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
十
四
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
確
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
け
る
同
条
第
二

項
及
び
医
薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品
質
、
有
効 

   

   

 

法
第
十
四
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
確
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
け
る
同
条
第
二

項
及
び
医
薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品
質
、
有
効 
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性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
第
十

四
条
第
七
項
に
規
定
す

る
医
薬
品
又
は
医
薬
部

外
品
の
製
造
工
程
の
区

分
を
定
め
る
省
令
（
令

和
三
年
厚
生
省
令
第
十

七
号
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
区
分
省
令
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第

三
号
の
規
定
に
よ
る
医

薬
品
の
区
分
適
合
性
調

査
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

   

（
略
） 

   

（
略
） 

 

性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
第
十

四
条
第
八
項
に
規
定
す

る
医
薬
品
又
は
医
薬
部

外
品
の
製
造
工
程
の
区

分
を
定
め
る
省
令
（
令

和
三
年
厚
生
省
令
第
十

七
号
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
区
分
省
令
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第

三
号
の
規
定
に
よ
る
医

薬
品
の
区
分
適
合
性
調

査
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

   

（
略
） 

   

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
九
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

  
 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

別
表
（
第
八
条
関
係
） 

別
表
（
第
八
条
関
係
） 

一 

使
用
料 

セ
ン
タ
ー
の

区
分 

種 
 

別 

金 
 

額 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

西
部
工
業
技

術
セ
ン
タ
ー 

測
定
機
器
、
試
験
機
器
及

び
分
析
機
器 

一
単
位
に
つ
き 

 

一
九
、
二
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

試
験
室 

一
単
位
に
つ
き 

二
、
〇
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

農
業
技
術
セ

ン
タ
ー 

測
定
機
器
、
試
験
機
器
及

び
分
析
機
器 

一
単
位
に
つ
き 

一
、
一
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

二 

手
数
料 

 

セ
ン
タ
ー
の

区
分 

種 
 

別 

金 
 

額 

保
健
環
境
セ

ン
タ
ー 

検
査
及
び
分
析 

一
件
に
つ
き 

一
六
三
、
一
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

西
部
工
業
技

術
セ
ン
タ
ー 

試
験
及
び
測
定 

一
単
位
に
つ
き 
 

二
〇
、
九
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

写
真 

一
単
位
に
つ
き 

五
、
四
〇
〇
円 

東
部
工
業
技

術
セ
ン
タ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

検
査
及
び
分
析 

一
単
位
に
つ
き 

 

二
三
、
九
〇
〇
円 

写
真 

一
枚
に
つ
き 

四
、
六
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

水
産
海
洋
技

術
セ
ン
タ
ー 

検
査
及
び
分
析 

一
件
に
つ
き 

 

二
六
、
九
〇
〇
円 

林
業
技
術
セ 

試
験
及
び
測
定 

一
件
に
つ
き 

一 

使
用
料 

セ
ン
タ
ー
の

区
分 

種 
 

別 

金 
 

額 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

西
部
工
業
技

術
セ
ン
タ
ー 

測
定
機
器
、
試
験
機
器
及

び
分
析
機
器 
一
単
位
に
つ
き 

 
一
八
、
七
〇
〇
円 

（
略
） 
（
略
） 

試
験
室 

一
単
位
に
つ
き 

一
、
九
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

農
業
技
術
セ

ン
タ
ー 

測
定
機
器
、
試
験
機
器
及

び
分
析
機
器 

一
単
位
に
つ
き 

一
、
〇
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 
 

二 

手
数
料 

セ
ン
タ
ー
の

区
分 

種 
 

別 

金 
 

額 

保
健
環
境
セ

ン
タ
ー 

検
査
及
び
分
析 

一
件
に
つ
き 

一
五
〇
、
八
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

西
部
工
業
技

術
セ
ン
タ
ー 

試
験
及
び
測
定 

一
単
位
に
つ
き 

 

二
〇
、
三
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

写
真 

一
単
位
に
つ
き 

五
、
三
〇
〇
円 

東
部
工
業
技

術
セ
ン
タ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

検
査
及
び
分
析 

一
単
位
に
つ
き 

 

二
二
、
九
〇
〇
円 

写
真 

一
枚
に
つ
き 

四
、
三
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

水
産
海
洋
技

術
セ
ン
タ
ー 

検
査
及
び
分
析 

一
件
に
つ
き 

 

二
五
、
四
〇
〇
円 

林
業
技
術
セ 

試
験
及
び
測
定 

一
件
に
つ
き 



 
 

ン
タ
ー 

 

一
〇
五
、
二
〇
〇
円 

 

（
略
） 

（
略
） 

共
通 

（
略
） 

（
略
） 

前
処
理
及
び
試
料
調
製 

一
時
間
に
つ
き 

四
、
一
〇
〇
円 

設
備
利
用
に
お
い
て
職
員

が
行
う
機
器
操
作 

一
時
間
に
つ
き 

四
、
一
〇
〇
円 

 
 

備
考 

（
略
） 

 

ン
タ
ー 

 

一
〇
〇
、
九
〇
〇
円 

 

（
略
） 

（
略
） 

共
通 

（
略
） 

（
略
） 

前
処
理
及
び
試
料
調
製 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
九
〇
〇
円 

設
備
利
用
に
お
い
て
職
員

が
行
う
機
器
操
作 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
九
〇
〇
円 

 

備
考 

（
略
） 

 
 

（
広
島
県
立
広
島
国
際
協
力
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

広
島
県
立
広
島
国
際
協
力
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
八
年
広
島
県
条
例
第
二
十
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

別
表
第
二
（
第
九
条
関
係
） 

区
分 

利
用
料
金
の
範
囲 

大
研
修
室 

国
際
人
材
の
養
成
を
目
的

と
す
る
研
修
に
利
用
す
る

場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

一
、
五
〇
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
の
場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

二
、
六
〇
〇
円
以
内 

中
研
修
室 

国
際
人
材
の
養
成
を
目
的

と
す
る
研
修
に
利
用
す
る

場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

六
五
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
の
場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

一
、
五
〇
〇
円
以
内 

小
研
修
室 

国
際
人
材
の
養
成
を
目
的

と
す
る
研
修
に
利
用
す
る

場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

三
五
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
の
場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

六
五
〇
円
以
内 

ク
ッ
キ
ン
グ

交
流
室 

国
際
人
材
の
養
成
を
目
的

と
す
る
研
修
に
利
用
す
る

場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

八
〇
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
の
場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

一
、
五
五
〇
円
以
内 

宿
泊
室 

国
際
協
力
セ
ン
タ
ー
に
お

け
る
国
際
人
材
の
養
成
を

目
的
と
す
る
研
修
に
伴
う

利
用
の
場
合 

一
人
一
泊
に
つ
き

四
、
〇
〇
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
の
場
合 

一
人
一
泊
に
つ
き

九
、
〇
〇
〇
円
以
内 

 
 

 
 

別
表
第
二
（
第
九
条
関
係
） 

区
分 

利
用
料
金
の
範
囲 

大
研
修
室 
国
際
人
材
の
養
成
を
目
的

と
す
る
研
修
に
利
用
す
る

場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

一
、
三
〇
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
の
場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

二
、
三
〇
〇
円
以
内 

中
研
修
室 

国
際
人
材
の
養
成
を
目
的

と
す
る
研
修
に
利
用
す
る

場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

五
五
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
の
場
合 
一
時
間
ま
で
ご
と
に

一
、
三
〇
〇
円
以
内 

小
研
修
室 

国
際
人
材
の
養
成
を
目
的

と
す
る
研
修
に
利
用
す
る

場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

二
八
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
の
場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

五
五
〇
円
以
内 

ク
ッ
キ
ン
グ

交
流
室 

国
際
人
材
の
養
成
を
目
的

と
す
る
研
修
に
利
用
す
る

場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

六
九
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
の
場
合 

一
時
間
ま
で
ご
と
に

一
、
四
〇
〇
円
以
内 

宿
泊
室 

国
際
協
力
セ
ン
タ
ー
に
お

け
る
国
際
人
材
の
養
成
を

目
的
と
す
る
研
修
に
伴
う

利
用
の
場
合 

一
人
一
泊
に
つ
き

三
、
五
〇
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
の
場
合 

一
人
一
泊
に
つ
き

八
、
〇
〇
〇
円
以
内 

 

 

（
広
島
県
立
県
民
の
森
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

広
島
県
立
県
民
の
森
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 
 



 
 

（
施
設
） 

第
三
条 

（
略
） 

 
一 
（
略
） 

 

二 
集
会
所
及
び
休
憩
所 

 

三―

七 
（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
） 

種
類 

利
用
時
間
等 

利
用
時
間 

摘
要 

 
 

 
   

  

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
第
二
（
第
十
条
関
係
） 

区
分 

単
位 

利
用
料
金
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 
      

 

 
   

 

 
 

 
 

 

 
      

 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 
      

 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

 

（
施
設
） 

第
三
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

宿
泊
所
、
集
会
所
及
び
休
憩
所 

 

三―

七 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
） 

種
類 

利
用
時
間
等 

利
用
時
間 

摘
要 

公
園
セ
ン

タ
ー 

和
室
及
び

洋
室 

宿
泊 

一
六
時
か
ら
翌

日
の
一
〇
時
ま

で 

二
一
時
ま
で
に 

入
室
す
る
こ
と
。 

 

一
時
使
用 

一
〇
時
か
ら
一

六
時
ま
で 

 
 
 
 
 
 
 

浴
室 

一
時
使
用 

一
一
時
か
ら
一  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

八
時
ま
で 

 

 

会
議
室 

九
時
か
ら
二
一

時
ま
で 

 
 
 
 
 
 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
別
表
第
二
（
第
十
条
関
係
） 

区
分 

単
位 

利
用
料
金
の
範
囲 

公
園

セ
ン

タ
ー 

和
室

五
人

用
バ

ス
・

ト
イ

レ
付 

宿
泊 

一
人
一
泊

に
つ
き 

幼
児 

二
、
六
〇
〇
円
以
内 

 

小
学
校
児

童
、
中
学

校
生
徒
及

び
こ
れ
ら

に
準
ず
る

者 

六
、
四
〇
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
一

五
歳
以
上

の
者 

八
、
〇
〇
〇
円
以
内 

和
室

四
人

用
バ

ス
・

ト
イ

レ
付 

 

一
人
一
泊

に
つ
き 

幼
児 

二
、
六
〇
〇
円
以
内 

 

小
学
校
児

童
、
中
学

校
生
徒
及

び
こ
れ
ら

に
準
ず
る

者 

六
、
四
〇
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
一

五
歳
以
上

の
者 

八
、
〇
〇
〇
円
以
内 

 

和
室

六
人

用
ト

イ
レ

付 

 

一
人
一
泊

に
つ
き 

幼
児 

二
、
一
〇
〇
円
以
内 

 

小
学
校
児

童
、
中
学

校
生
徒
及

び
こ
れ
ら

に
準
ず
る

者 

五
、
三
〇
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
一

五
歳
以
上

の
者 

六
、
五
〇
〇
円
以
内 

 

和
室

六
人

用 

 

一
人
一
泊

に
つ
き 

幼
児 

一
、
九
〇
〇
円
以
内 

 

小
学
校
児

童
、
中
学

校
生
徒
及

び
こ
れ
ら

に
準
ず
る

者 

四
、
七
〇
〇
円
以
内 



 
 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
      

 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 
      

    

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      

 

 
   

 

 
 

 
 

  

 

    

 

 
 

 
  

 

    

 

キ
ャ

ン
プ

場 

テ
ン
ト
プ
レ

ー
ス 

（
常
設
テ
ン

ト
） 

一
基
一
回
に
つ
き 

六
、
三
〇
〇
円
以
内 

全
天

候
多

目
的

施
設 

個
人 

二
時
間
ご
と
に 

六
一
〇
円
以
内 

団
体
専
用 

一
時
間
ご
と
に 

三
、
三
〇
〇
円
以
内 

一
日 

二
二
、
一
〇
〇
円
以

内 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 
 

そ
の
他
一

五
歳
以
上

の
者 

五
、
九
〇
〇
円
以
内 

 

洋
室

四
人

用
バ

ス
・

ト
イ

レ
付 

 

一
人
一
泊

に
つ
き 

幼
児 

二
、
六
〇
〇
円
以
内 

 

小
学
校
児

童
、
中
学

校
生
徒
及

び
こ
れ
ら

に
準
ず
る

者 

六
、
四
〇
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
一

五
歳
以
上

の
者 

八
、
〇
〇
〇
円
以
内 

 

洋
室

三
人

用
バ

ス
・

ト
イ

レ
付 

 

一
人
一
泊

に
つ
き 

幼
児 

二
、
六
〇
〇
円
以
内 

 

小
学
校
児

童
、
中
学

校
生
徒
及

び
こ
れ
ら

に
準
ず
る

者 

六
、
四
〇
〇
円
以
内 

 
 

 
 

そ
の
他
一

五
歳
以
上

の
者 

八
、
〇
〇
〇
円
以
内 

 
洋
室

四
人

用
ト

イ
レ

付 

 

一
人
一
泊

に
つ
き 

幼
児 

二
、
一
〇
〇
円
以
内 

 

小
学
校
児

童
、
中
学

校
生
徒
及

び
こ
れ
ら

に
準
ず
る

者 

五
、
三
〇
〇
円
以
内 

 

そ
の
他
一

五
歳
以
上

の
者 

六
、
五
〇
〇
円
以
内 

 

和
室 

洋
室 

一
時

使
用 

一
室
に
つ

き 

四
時
間
ま

で 

五
、
九
〇
〇
円
以
内 

四
時
間
を

超
え
て
一

時
間
ご
と

に 

一
、
六
〇
〇
円
以
内 

 

会
議
室 

一
室
に
つ

き 

四
時
間
ま

で 

一
一
、
七
〇
〇
円
以 

内 

四
時
間
を

超
え
て
一

時
間
ご
と

に 

三
、
〇
〇
〇
円
以
内 

キ
ャ

ン
プ

場 

テ
ン
ト
プ
レ

ー
ス 

（
常
設
テ
ン

ト
） 

一
基
一
回
に
つ
き 

五
、
七
〇
〇
円
以
内 

全
天

候
多

目
的

施
設 

個
人 

二
時
間
ご
と
に 

五
五
〇
円
以
内 

団
体
専
用 

一
時
間
ご
と
に 

三
、
〇
〇
〇
円
以
内 

一
日 

二
〇
、
二
〇
〇
円
以 

内 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

   

備
考 

全
天
候
多
目
的
施
設
の
館
内
を
区
分
し
て
、

半
面
を
団
体
専
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、

 

備
考 

 
  

一 

幼
児
と
は
、
四
歳
以
上
の
者
で
小
学
校
就
学

の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
も
の
と
す
る
。 

 
  

二 

全
天
候
多
目
的
施
設
の
館
内
を
区
分
し
て
、

半
面
を
団
体
専
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
は
、



 
 

半
額
と
す
る
。 

半
額
と
す
る
。 

 
 

 

（
自
然
公
園
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 
自
然
公
園
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 
後 

改 

正 

前 

 
 

別
表
第
四
（
第
七
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
関
係
） 

名
称 

施
設
等 

単
位 

利
用
料
金
の
範
囲 

野
呂
山

公
園
施

設 

オ
ー
ト

キ
ャ
ン

プ
場 

宿
泊 

一
箇
所
一
泊
に
つ

き 

七
、
八
〇
〇
円
以
内 

一
時

使
用 

一
箇
所
一
回
に
つ

き 

五
、
四
〇
〇
円
以
内 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

帝
釈
公

園
施
設 

 

オ
ー
ト

キ
ャ
ン

プ
場 

宿
泊 

一
箇
所
一
泊
に
つ

き 

七
、
八
〇
〇
円
以
内 

一
時

使
用 

一
箇
所
一
回
に
つ

き 

五
、
四
〇
〇
円
以
内 

ケ
ビ
ン 

五
人 

一
戸
一
泊
に
つ
き 

二
四
、
四
〇
〇
円
以 

 

用 
 

内 

一
〇

人
用 

一
戸
一
泊
に
つ
き 

四
一
、
四
〇
〇
円
以

内 

多
目
的

ホ
ー
ル 

全
面

利
用 

一
時
間
ご
と
に 

二
、
九
〇
〇
円
以
内 

 

一
日 

一
三
、
七
〇
〇
円
以

内 

半
面

利
用 

一
時
間
ご
と
に 

一
、
七
〇
〇
円
以
内 

一
日 

七
、
〇
〇
〇
円
以
内 

牛
小
屋

高
原
公

園
施
設 

オ
ー
ト

キ
ャ
ン

プ
場 

シ
ン

グ
ル

タ
イ

プ 

宿
泊 

一
箇
所

一
泊
に

つ
き 

七
、
二
〇
〇
円
以
内 

一
時 

使
用 

一
箇
所

一
回
に

つ
き 

四
、
九
〇
〇
円
以
内 

シ
ン

グ
ル

タ
イ

プ
（

電
源

付
き

） 

宿
泊 

一
箇
所

一
泊
に

つ
き 

八
、
〇
〇
〇
円
以
内 

一
時 

使
用 

一
箇
所

一
回
に

つ
き 

五
、
六
〇
〇
円
以
内 

ツ
イ

ン
タ

イ
プ 

宿
泊 

一
箇
所

一
泊
に

つ
き 

九
、
六
〇
〇
円
以
内 

一
時 

使
用 

一
箇
所

一
回
に

つ
き 

六
、
八
〇
〇
円
以
内 

キ
ャ
ン

プ
場 

区
画

サ
イ

ト 

一
区
画
一
泊
に
つ

き 

三
、
九
〇
〇
円
以
内 

フ
リ

ー
サ

イ
ト 

一
張
一
泊
に
つ
き 

一
、
八
〇
〇
円
以
内 

 

ケ
ビ
ン 

一
戸
一
泊
に
つ
き 

一
〇
、
七
〇
〇
円
以

内 

 

会
議
室 

一
室
四
時
間
に
つ 

四
、
一
〇
〇
円
以
内 

別
表
第
四
（
第
七
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
関
係
） 

名
称 

施
設
等 

単
位 

利
用
料
金
の
範
囲 

野
呂
山

公
園
施

設 

オ
ー
ト

キ
ャ
ン

プ
場 

宿
泊 

一
箇
所
一
泊
に
つ

き 

七
、
一
〇
〇
円
以
内 

一
時

使
用 

一
箇
所
一
回
に
つ

き 

四
、
九
〇
〇
円
以
内 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

帝
釈
公

園
施
設 
オ
ー
ト

キ
ャ
ン

プ
場 

宿
泊 

一
箇
所
一
泊
に
つ

き 

七
、
一
〇
〇
円
以
内 

一
時

使
用 

一
箇
所
一
回
に
つ

き 

四
、
九
〇
〇
円
以
内 

ケ
ビ
ン 
五
人 

一
戸
一
泊
に
つ
き 

二
二
、
三
〇
〇
円
以 

 
用 

 

内 
一
〇

人
用 

一
戸
一
泊
に
つ
き 

三
七
、
八
〇
〇
円
以

内 

多
目
的

ホ
ー
ル 

全
面

利
用 

一
時
間
ご
と
に 

二
、
六
〇
〇
円
以
内 

 

一
日 

一
二
、
五
〇
〇
円
以

内 

半
面

利
用 

一
時
間
ご
と
に 
一
、
五
〇
〇
円
以
内 

一
日 

六
、
四
〇
〇
円
以
内 

牛
小
屋

高
原
公

園
施
設 

オ
ー
ト

キ
ャ
ン

プ
場 

シ
ン

グ
ル

タ
イ

プ 

宿
泊 

一
箇
所

一
泊
に

つ
き 

六
、
五
〇
〇
円
以
内 

一
時 

使
用 

一
箇
所

一
回
に

つ
き 

四
、
四
〇
〇
円
以
内 

シ
ン

グ
ル

タ
イ

プ
（

電
源

付
き

） 

宿
泊 

一
箇
所

一
泊
に

つ
き 

七
、
三
〇
〇
円
以
内 

一
時 

使
用 

一
箇
所

一
回
に

つ
き 

五
、
一
〇
〇
円
以
内 

ツ
イ

ン
タ

イ
プ 

宿
泊 

一
箇
所

一
泊
に

つ
き 

八
、
七
〇
〇
円
以
内 

一
時 

使
用 

一
箇
所

一
回
に

つ
き 

六
、
二
〇
〇
円
以
内 

 

キ
ャ
ン

プ
場 

区
画

サ
イ

ト 

一
区
画
一
泊
に
つ

き 

三
、
五
〇
〇
円
以
内 

フ
リ

ー
サ

イ
ト 

一
張
一
泊
に
つ
き 

一
、
六
〇
〇
円
以
内 

 

ケ
ビ
ン 

 

一
戸
一
泊
に
つ
き 

九
、
七
〇
〇
円
以
内 

 

会
議
室 

一
室
四
時
間
に
つ 

三
、
七
〇
〇
円
以
内 



 
 

 
 

き 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

き 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 

（
広
島
県
立
も
み
の
き
森
林
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

広
島
県
立
も
み
の
き
森
林
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
） 

種
類 

利
用
時
間
等 

利
用
時
間 

摘
要 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

体
育
館 

（
略
） 

（
略
） 

 
  

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
第
二
（
第
九
条
関
係
） 

一 

公
園
セ
ン
タ
ー
地
区 

区
分 

単
位 

利
用
料
金
の
範
囲 

宿
泊
所 

宿
泊 

普
通

室 

一
人
一

泊
に
つ

き 

幼
児 

一
、
九
〇
〇
円
以
内 

小
学
校

児
童
、

中
学
校

生
徒
及

び
こ
れ

ら
に
準

ず
る
者 

五
、
〇
〇
〇
円
以
内 

そ
の
他

一
五
歳

以
上
の

者 

六
、
六
〇
〇
円
以
内 

大
広

間
及

び
小

広
間 

一
人
一

泊
に
つ

き 

幼
児 

一
、
七
〇
〇
円
以
内 

小
学
校

児
童
、

中
学
校

生
徒
及

び
こ
れ

ら
に
準

ず
る
者 

二
、
六
〇
〇
円
以
内 

そ
の
他

一
五
歳

以
上
の

者 

三
、
八
〇
〇
円
以
内 

一
時

使
用 

普
通

室 

一
室
一
回
に
つ
き 

五
、
五
〇
〇
円
以
内 

小
広

間 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

六
、
六
〇
〇
円
以
内 

大
広

間 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

一
二
、
八
〇
〇
円
以 

内 

研
修
棟 

   

四
○
人
部
屋 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

六
、
九
〇
〇
円
以
内 

七
○
人
部
屋 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

一
三
、
四
〇
〇
円
以 

内 

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
） 

種
類 

利
用
時
間
等 

利
用
時
間 

摘
要 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

体
育
館 

（
略
） 

（
略
） 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

八
時
か
ら
一
八

時
ま
で 

 
 
 
 
 
 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
第
二
（
第
九
条
関
係
） 

一 

公
園
セ
ン
タ
ー
地
区 

区
分 

単
位 

利
用
料
金
の
範
囲 

宿
泊
所 

宿
泊 

普
通

室 

一
人
一

泊
に
つ

き 
幼
児 

一
、
七
〇
〇
円
以
内 

小
学
校

児
童
、

中
学
校

生
徒
及

び
こ
れ

ら
に
準

ず
る
者 

四
、
五
〇
〇
円
以
内 

そ
の
他

一
五
歳

以
上
の

者 

六
、
〇
〇
〇
円
以
内 

大
広

間
及

び
小

広
間 

一
人
一

泊
に
つ

き 

幼
児 

一
、
五
〇
〇
円
以
内 

小
学
校

児
童
、

中
学
校

生
徒
及

び
こ
れ

ら
に
準

ず
る
者 

二
、
三
〇
〇
円
以
内 

そ
の
他

一
五
歳

以
上
の

者 

三
、
四
〇
〇
円
以
内 

一
時

使
用 

普
通

室 

一
室
一
回
に
つ
き 

五
、
○
〇
〇
円
以
内 

小
広

間 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

六
、
○
〇
〇
円
以
内 

大
広

間 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

一
一
、
七
〇
〇
円
以 

内 

研
修
棟 

   

四
○
人
部
屋 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

六
、
三
〇
〇
円
以
内 

七
○
人
部
屋 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

一
二
、
二
〇
〇
円
以 

内 



 
 

八
○
人
部
屋 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

一
三
、
四
○
○
円
以 

内 

一
一
○
人
部

屋 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

一
八
、
〇
〇
〇
円
以 

内 

一
五
○
人
部

屋 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

二
四
、
九
〇
〇
円
以 

内 

体
育
館 

個
人 

一
時
間
ま
で
ご
と

に 

三
三
○
円
以
内 

専
用
利
用 
一
時
間
ま
で
ご
と

に 

三
、
三
〇
〇
円
以
内 

一
日 

二
三
、
五
〇
〇
円
以 

内 

 
 

   

 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

二 

家
族
旅
行
村
地
区 

区
分 

単
位 

利
用
料
金
の
範
囲 

ア
ス
レ

チ
ッ
ク

コ
ー
ス 

一
人
一
回
に

つ
き 

個
人 

小
学
校

児
童
、

中
学
校 

生
徒
及

び
こ
れ 

ら
に
準

ず
る
者 

八
一
〇
円
以
内 

 
 

 

そ
の
他

一
五
歳

以
上
の

者 

一
、
四
〇
〇
円
以
内 

 
 

団
体
（

二
〇
人

以
上
） 

小
学
校

児
童
、

中
学
校

生
徒
及

び
こ
れ

ら
に
準

ず
る
者 

七
〇
〇
円
以
内 

 
 

そ
の
他

一
五
歳

以
上
の

者 

一
、
〇
四
〇
円
以
内 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

八
○
人
部
屋 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

一
二
、
二
○
○
円
以 

内 

一
一
○
人
部

屋 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

一
六
、
四
〇
〇
円
以 

内 

一
五
○
人
部

屋 

一
室
四
時
間
ま
で

ご
と
に 

二
二
、
七
〇
〇
円
以 

内 

体
育
館 

個
人 

一
時
間
ま
で
ご
と

に 

三
○
○
円
以
内 

専
用
利
用 

一
時
間
ま
で
ご
と

に 

三
、
○
〇
〇
円
以
内 

一
日 

二
一
、
五
〇
〇
円
以 

内 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

一
面
一

時
間
ま

で
ご
と

に 

宿
泊
所

に
宿
泊

す
る
者 

一
、
五
〇
〇
円
以
内 

そ
の
他

の
者 

一
、
九
〇
〇
円
以
内 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

二 

家
族
旅
行
村
地
区 

区
分 

単
位 

利
用
料
金
の
範
囲 

ア
ス
レ

チ
ッ
ク

コ
ー
ス 

一
人
一
回
に

つ
き 

個
人 

小
学
校

児
童
、

中
学
校 

生
徒
及

び
こ
れ

ら
に
準

ず
る
者 

七
四
〇
円
以
内 

 
 

 
そ
の
他

一
五
歳

以
上
の

者 
一
、
二
〇
〇
円
以
内 

 
 

団
体
（

二
〇
人

以
上
） 

小
学
校

児
童
、

中
学
校

生
徒
及

び
こ
れ

ら
に
準

ず
る
者 

六
四
〇
円
以
内 

 

そ
の
他

一
五
歳

以
上
の

者 

九
五
〇
円
以
内 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 
 

 

（
広
島
県
立
中
央
森
林
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

広
島
県
立
中
央
森
林
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
五
年
広
島
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

別
表
第
二
（
第
七
条
、
第
九
条
関
係
） 

区
分 

単
位 

利
用
料
金
の
範
囲 

別
表
第
二
（
第
七
条
、
第
九
条
関
係
） 

区
分 

単
位 

利
用
料
金
の
範
囲 



 
 

日
本
庭
園 

一
人
一

回
に
つ

き 

個
人 

小
学
校
児

童
、
中
学

校
生
徒
及

び
こ
れ
ら

に
準
ず
る

者 

二
〇
〇
円
以
内 

そ
の
他
一

五
歳
以
上

の
者 

三
九
〇
円
以
内 

団
体
（

二
〇
人

以
上
） 

小
学
校
児

童
、
中
学

校
生
徒
及

び
こ
れ
ら

に
準
ず
る

者 
一
七
〇
円
以
内 

そ
の
他
一

五
歳
以
上

の
者 

三
一
〇
円
以
内 

駐
車
場 

一
日
一

回
に
つ

き 

普
通
自
動
車 

四
九
〇
円
以
内 

大
型
自
動
車 

一
、
五
五
〇
円
以
内 

バ
ー
ベ
キ

ュ
ー
広
場 

一
箇
所

一
回
に

つ
き 

野
外
炉
付
き
サ
イ
ト 

二
、
五
〇
〇
円
以
内 

そ
の
他
の
サ
イ
ト 

一
、
七
〇
〇
円
以
内 

日
本
庭
園

休
憩
室
（

専
用
使
用

に
限
る
。 

） 

一
時
間
ま
で
ご
と
に 

五
、
二
〇
〇
円
以
内 

一
時
間
を
超
え
る
場
合 

 

超
え
る
時
間
一
時
間
ま
で

ご
と
に 

二
、
五
〇
〇
円
以
内 

運動広場 

全
面 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
一
〇
〇
円
以
内 

半
日
に
つ
き 

九
、
一
〇
〇
円
以
内 

一
日
に
つ
き 

一
五
、
〇
〇
〇
円
以

内 

分
割

（
二

分
の

一
） 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
七
〇
〇
円
以
内 

半
日
に
つ
き 

四
、
六
〇
〇
円
以
内 

一
日
に
つ
き 

七
、
六
〇
〇
円
以
内 

分
割

（
四

分
の

一
） 

一
時
間
に
つ
き 

八
一
〇
円
以
内 

半
日
に
つ
き 

二
、
五
〇
〇
円
以
内 

一
日
に
つ
き 

三
、
九
〇
〇
円
以
内 

研
修
室 

四
五
人

部
屋 

一
室
二
時
間
ま
で
ご

と
に 

四
、
一
〇
〇
円
以
内 

九
〇
人

部
屋 

一
室
二
時
間
ま
で
ご

と
に 

八
、
〇
〇
〇
円
以
内 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

別
表
第
三
（
第
七
条
、
第
九
条
関
係
） 

区
分 

単
位 

利
用
料
金
の
範
囲 

多
目
的
ホ

ー
ル
棟 

大
会
議
室 

二
時
間
に
つ
き 

一
一
二
、
一
〇
〇
円

以
内 

 

延
長
一
時
間
に

つ
き 

五
六
、
一
〇
〇
円
以

内 

 

中
会

議
室 

全
面 

二
時
間
に
つ
き 

四
四
、
〇
〇
〇
円
以

内 

 
 

延
長
一
時
間
に

つ
き 

二
二
、
一
〇
〇
円
以

内 

 
 

分
割

（
二 

二
時
間
に
つ
き 

二
六
、
六
〇
〇
円
以

内 

 
 

分
の

一
） 

延
長
一
時
間
に

つ
き 

一
三
、
四
〇
〇
円
以

内 

日
本
庭
園 

一
人
一

回
に
つ

き 

個
人 

小
学
校
児

童
、
中
学

校
生
徒
及

び
こ
れ
ら

に
準
ず
る

者 

一
八
〇
円
以
内 

そ
の
他
一

五
歳
以
上

の
者 

三
五
〇
円
以
内 

団
体
（

二
〇
人

以
上
） 

小
学
校
児

童
、
中
学

校
生
徒
及

び
こ
れ
ら

に
準
ず
る

者 

一
五
〇
円
以
内 

そ
の
他
一

五
歳
以
上

の
者 

二
八
〇
円
以
内 

駐
車
場 

一
日
一

回
に
つ

き 

普
通
自
動
車 

四
四
〇
円
以
内 

大
型
自
動
車 

一
、
四
一
〇
円
以
内 

バ
ー
ベ
キ

ュ
ー
広
場 

一
箇
所

一
回
に

つ
き 

野
外
炉
付
き
サ
イ
ト 

二
、
二
〇
〇
円
以
内 

そ
の
他
の
サ
イ
ト 

一
、
五
〇
〇
円
以
内 

日
本
庭
園

休
憩
室
（

専
用
使
用

に
限
る
。 

） 

一
時
間
ま
で
ご
と
に 

四
、
七
〇
〇
円
以
内 

一
時
間
を
超
え
る
場
合 

 
超
え
る
時
間
一
時
間
ま
で

ご
と
に 

二
、
二
〇
〇
円
以
内 

運動広場 

全
面 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
八
〇
〇
円
以
内 

半
日
に
つ
き 

八
、
三
〇
〇
円
以
内 

一
日
に
つ
き 

一
三
、
七
〇
〇
円
以

内 

分
割

（
二

分
の

一
） 

一
時
間
に
つ
き 
一
、
五
〇
〇
円
以
内 

半
日
に
つ
き 
四
、
二
〇
〇
円
以
内 

一
日
に
つ
き 

六
、
九
〇
〇
円
以
内 

分
割

（
四

分
の

一
） 

一
時
間
に
つ
き 

七
四
〇
円
以
内 

半
日
に
つ
き 

二
、
二
〇
〇
円
以
内 

一
日
に
つ
き 

三
、
五
〇
〇
円
以
内 

研
修
室 

四
五
人

部
屋 

一
室
二
時
間
ま
で
ご

と
に 

三
、
七
〇
〇
円
以
内 

九
〇
人

部
屋 

一
室
二
時
間
ま
で
ご

と
に 

七
、
三
〇
〇
円
以
内 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

別
表
第
三
（
第
七
条
、
第
九
条
関
係
） 

区
分 

単
位 

利
用
料
金
の
範
囲 

多
目
的
ホ

ー
ル
棟 

大
会
議
室 

二
時
間
に
つ
き 

一
〇
二
、
五
〇
〇
円

以
内 

 

延
長
一
時
間
に

つ
き 

五
一
、
三
〇
〇
円
以

内 

 

中
会

議
室 

全
面 

二
時
間
に
つ
き 

四
〇
、
二
〇
〇
円
以

内 

 
 

延
長
一
時
間
に

つ
き 

二
〇
、
二
〇
〇
円
以

内 

 
 

分
割

（
二 

二
時
間
に
つ
き 

二
四
、
三
〇
〇
円
以

内 

 
 

分
の

一
） 

延
長
一
時
間
に

つ
き 

一
二
、
二
〇
〇
円
以

内 



 
 

 

小
会

議
室 

全
面 

二
時
間
に
つ
き 

二
六
、
二
〇
〇
円
以

内 

 

延
長
一
時
間
に

つ
き 

一
三
、
三
〇
〇
円
以

内 

 

分
割

（
三

分
の

一
） 

二
時
間
に
つ
き 

八
、
九
〇
〇
円
以
内 

 

延
長
一
時
間
に

つ
き 

四
、
五
〇
〇
円
以
内 

 

プ
ー
ル 
一
人

一
回

に
つ

き 
小
学
校

児
童
、

中
学
校

生
徒
及

び
こ
れ

ら
に
準

ず
る
者 

八
一
〇
円
以
内 

 

そ
の
他

一
五
歳

以
上
の

者 

一
、
六
〇
〇
円
以
内 

セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス 

二
時
間
に
つ
き 

四
五
、
二
〇
〇
円
以

内 

延
長
一
時
間
に

つ
き 

二
二
、
七
〇
〇
円
以

内 

コ
テ
ー
ジ 

四
人

用 

宿
泊 

一
泊
一
棟
に
つ

き 

五
〇
、
四
〇
〇
円
以

内 

 

一
時

利
用 

一
棟
二
時
間
に

つ
き 

一
一
、
九
〇
〇
円
以

内 

 

六
人

用 

宿
泊 

一
泊
一
棟
に
つ

き 

七
五
、
九
〇
〇
円
以

内 

 

一
時

利
用 

一
棟
二
時
間
に

つ
き 

一
七
、
九
〇
〇
円
以

内 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

一
面
一
時
間
に

つ
き 

二
、
三
〇
〇
円
以
内 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
照
明
設

備 

一
回
一
時
間
に

つ
き 

四
七
〇
円
以
内 

 

 

小
会

議
室 

全
面 

二
時
間
に
つ
き 

二
三
、
九
〇
〇
円
以

内 

 

延
長
一
時
間
に

つ
き 

一
二
、
一
〇
〇
円
以

内 

 

分
割

（
三

分
の

一
） 

二
時
間
に
つ
き 

八
、
一
〇
〇
円
以
内 

 

延
長
一
時
間
に

つ
き 

四
、
一
〇
〇
円
以
内 

 

プ
ー
ル 

一
人

一
回

に
つ

き 

小
学
校

児
童
、

中
学
校

生
徒
及

び
こ
れ

ら
に
準

ず
る
者 

七
四
〇
円
以
内 

 

そ
の
他

一
五
歳

以
上
の

者 

一
、
四
〇
〇
円
以
内 

セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス 

二
時
間
に
つ
き 

四
一
、
三
〇
〇
円
以

内 

延
長
一
時
間
に

つ
き 

二
○
、
七
〇
〇
円
以

内 
コ
テ
ー
ジ 

四
人

用 

宿
泊 

一
泊
一
棟
に
つ

き 

四
六
、
一
〇
〇
円
以

内 

 

一
時

利
用 

一
棟
二
時
間
に

つ
き 

一
○
、
八
〇
〇
円
以

内 

 

六
人

用 

宿
泊 

一
泊
一
棟
に
つ

き 

六
九
、
四
〇
〇
円
以

内 

 

一
時

利
用 

一
棟
二
時
間
に

つ
き 

一
六
、
三
〇
〇
円
以

内 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

一
面
一
時
間
に

つ
き 

二
、
一
〇
〇
円
以
内 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
照
明
設

備 

一
回
一
時
間
に

つ
き 
四
三
〇
円
以
内 

 

 
 

 

（
広
島
県
立
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

広
島
県
立
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
広
島

県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
第
四
（
第
九
条
関
係
）
手
数
料 

種

別 

金

額 

（
略
） 

（
略
） 

三 

文
書
料 

 
 
 

特
別
診
断 

 
 

書 
 
 
 

普
通
診
断

書
又
は
証
明

書 

 

（
略
） 
 

一
通
二
、
九
四
〇
円
以
内
で

知
事
が
定
め
る
額 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

別
表
第
四
（
第
九
条
関
係
）
手
数
料 

種

別 

金

額 

（
略
） 

（
略
） 

三 

文
書
料 

 
 
 

特
別
診
断 

 
 

書 
 
 
 

普
通
診
断

書
又
は
証
明

書 

 

（
略
） 

 

一
通
一
、
六
七
〇
円
以
内
で

知
事
が
定
め
る
額 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 

（
広
島
県
立
福
山
若
草
園
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 



 
 

第
十
一
条 

広
島
県
立
福
山
若
草
園
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
第
三
（
第
七
条
関
係
）
手
数
料 

種

別 
金

額 

（
略
） 
（
略
） 

三 

文
書
料 

特
別
診
断 

書 

普
通
診
断 

書
又
は
証
明 

書 

 
（
略
） 

 

一
通
二
、
九
四
〇
円
以
内
で 

知
事
が
定
め
る
額 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

別
表
第
三
（
第
七
条
関
係
）
手
数
料 

種

別 

金

額 

（
略
） 

（
略
） 

三 

文
書
料 

特
別
診
断 

書 

普
通
診
断 

書
又
は
証
明 

書 

 

（
略
） 

 

一
通
一
、
六
七
〇
円
以
内
で 

知
事
が
定
め
る
額 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 

（
ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
六
年
広
島
県
条
例
第
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

分
析
機
械 

一
時
間
に
つ
き 

二
〇
、
一
〇
〇
円 

測
定
機
械 

一
時
間
に
つ
き 九

、
四
〇
〇
円 

備
考 

（
略
） 

 

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

成
績
書
及
び
証
明

書 

一
部
に
つ
き 

一
、
四
〇
〇
円 

前
処
理
及
び
試
料

調
製
並
び
に
設
備

利
用
に
お
け
る
機

器
操
作 

一
時
間
に
つ
き 四

、
一
〇
〇
円 

 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

分
析
機
械 

一
時
間
に
つ
き 

一
七
、
五
〇
〇
円 

測
定
機
械 

一
時
間
に
つ
き 八

、
九
〇
〇
円 

備
考 

（
略
） 

 別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

成
績
書
及
び
証
明

書 

一
部
に
つ
き 

一
、
三
〇
〇
円 

前
処
理
及
び
試
料

調
製
並
び
に
設
備

利
用
に
お
け
る
機

器
操
作 

一
時
間
に
つ
き 三

、
九
〇
〇
円 

 
 

（
広
島
県
広
島
ヘ
リ
ポ
ー
ト
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

広
島
県
広
島
ヘ
リ
ポ
ー
ト
条
例
（
平
成
二
十
三
年
広
島
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う



 
 

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
第
二
（
第
二
十
一
条
関
係
） 

種 

別 

単 
 
 

位 

金 

額 

格
納
庫

用
地 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月

に
つ
き 

三
六
九
円 

 

 

別
表
第
二
（
第
二
十
一
条
関
係
） 

種 

別 

単 
 
 

位 

金 

額 

格
納
庫

用
地 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月

に
つ
き 

三
四
二
円 

 

備
考 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

（
広
島
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
設
置
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
四
条 

広
島
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
設
置
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
広
島
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
（
第
五
条
関
係
） 

一 

通
常
の
展
示
の
場
合 

利
用
者
の
区
分 

個 

人 

団
体
（
二

〇
人
以
上

の
場
合
と

す
る
。
） 

大
学
生
及
び
こ
れ
に
準

ず
る
者 

一
人
一
回 

一
六
〇
円 

（
略
） 

そ
の
他
満
一
五
歳
以
上 

一
人
一
回 

一
人
一
回 

の
者
（
中
学
校
又
は
高

等
学
校
の
生
徒
及
び
こ 

れ
に
準
ず
る
者
を
除
く
。 

） 

二
二
〇
円 

一
七
〇
円 

二 

特
別
の
展
示
の
場
合 

一
人
一
回 

一
、
一
七
〇
円
以
内
で
知
事
が
定
め

る
額 

 

 

別
表
（
第
五
条
関
係
） 

一 

通
常
の
展
示
の
場
合 

利
用
者
の
区
分 

個 

人 

団
体
（
二

〇
人
以
上

の
場
合
と

す
る
。
） 

大
学
生
及
び
こ
れ
に
準

ず
る
者 

一
人
一
回 

一
五
〇
円 

（
略
） 

そ
の
他
満
一
五
歳
以
上 

一
人
一
回 

一
人
一
回 

の
者
（
中
学
校
又
は
高

等
学
校
の
生
徒
及
び
こ 

れ
に
準
ず
る
者
を
除
く
。 

） 

二
〇
〇
円 
一
六
〇
円 

二 

特
別
の
展
示
の
場
合 

一
人
一
回 

一
、
〇
四
〇
円
以
内
で
知
事
が
定
め

る
額 
 

 
 

（
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
設
置
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
五
条 

広
島
県
立
歴
史
博
物
館
設
置
条
例
（
平
成
元
年
広
島
県
条
例
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

別
表
（
第
六
条
関
係
） 

 

一 

入
館
料 

１ 

通
常
の
展
示
の
場
合 

別
表
（
第
六
条
関
係
） 

一 

入
館
料 

１ 

通
常
の
展
示
の
場
合 



 
 

区 

分 

利
用
者 

個 
 

人 

団
体
（
二

〇
人
以
上

の
場
合
と

す
る
。
） 

博
物
館

（
分
館 

を
除
く
。 

） 
大
学
生

及
び
こ

れ
に
準

ず
る
者 

一
人
一
回 

二
三
〇
円 

一
人
一
回 

一
八
〇
円 

そ
の
他

満
一
五

歳
以
上

の
者 

一
人
一
回 

三
二
〇
円 

一
人
一
回 

二
五
〇
円 

分
館 

大
学
生

及
び
こ

れ
に
準

ず
る
者 

一
人
一
回 

一
七
〇
円 

一
人
一
回 

一
三
〇
円 

そ
の
他

満
一
五

歳
以
上

の
者 

一
人
一
回 

二
二
〇
円 

一
人
一
回 

一
七
〇
円 

 
  

備
考 

（
略
） 

 

２ 

特
別
の
展
示
の
場
合 

一
人
一
回 

一
、
一
八
〇
円
以
内
で
知
事
が
定
め

る
額 

二 

施
設
使
用
料 

一
時
間
ま
で
ご
と
に 

二
、
三
〇
〇
円 

 

区 

分 

利
用
者 

個 
 

人 

団
体
（
二

〇
人
以
上

の
場
合
と

す
る
。
） 

博
物
館

（
分
館 

を
除
く
。 

） 

大
学
生

及
び
こ

れ
に
準

ず
る
者 

一
人
一
回 

二
一
〇
円 

一
人
一
回 

一
六
〇
円 

そ
の
他

満
一
五

歳
以
上

の
者 

一
人
一
回 

二
九
〇
円 

一
人
一
回 

二
二
〇
円 

分
館 

大
学
生

及
び
こ

れ
に
準

ず
る
者 

一
人
一
回 

一
五
〇
円 

一
人
一
回 

一
二
〇
円 

そ
の
他

満
一
五

歳
以
上

の
者 

一
人
一
回 

二
〇
〇
円 

一
人
一
回 

一
六
〇
円 

 
  

備
考 

（
略
） 

 

２ 

特
別
の
展
示
の
場
合 

一
人
一
回 

一
、
〇
四
〇
円
以
内
で
知
事
が
定
め

る
額 

二 
施
設
使
用
料 

一
時
間
ま
で
ご
と
に 

二
、
〇
三
〇
円 

 

 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
五

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
、
第

十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
立
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例

及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
立
福
山
若
草
園
設
置
及
び
管
理
条
例
の
規
定
に
よ
る

証
明
書
等
の
交
付
の
申
請
を
し
て
い
る
者
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
設
置
及

び
管
理
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
同
条
例
第
四
条
第
一
項
の
セ
ン
タ
ー

に
試
験
、
検
査
、
分
析
等
の
依
頼
を
し
て
い
る
者
に
係
る
使
用
料
又
は
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
設

置
及
び
管
理
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
同
条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
成
績
書
若
し
く
は
証
明
書
の
発
行
又
は
前
処
理
及
び
試
料
調
製
並
び
に
設
備
利
用
に
お
け
る
機

器
操
作
の
依
頼
を
し
て
い
る
者
に
係
る
使
用
料
又
は
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


